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被告三井住友銀行の主張は、既に答弁書及び被告第 1準備書面において明らかに

したとおりであるが、本書面においては、当時の事実関係を踏まえた追加の主張を

行うと共に、原告第 3準備書面における原告の求釈明に対し回答を行う。

第 1 被告の主張

1 本件事実経緯

(1) 基本合意書の締結に至るまで

被告三井住友銀行は、本件土地の開発を検討していた原告の依頼を受けて、

原告に対し被告三菱地所を紹介した。

原告と被告三菱地所は、本件土地の開発事業につき協議を行つた上で、平

成 19年 4月 2日 付基本合意書を締結した。本件事業の目標予算は、同基本

合意書において、建築工事費用 5, 146, 000千 円、設創監理費用 20

6, 000千円、等と定められた。

基本合意書の締結を踏まえ、被告三井住友銀行は、本件事業への融資につ

き具体的な検討を開始した。

(2)平成 19年 4月 27日付ノンリコースローン提案書の送付

平成 19年 4月 2日付基本合意書の締結を受けて、被告三井住友銀行は、

本件事業への融資及びその条件内容についての具体的検討を開始した。

同月27日 、被告三井住友銀行は、被告大和証券 (当時は大和証券SMB

C株式会社)に対し、担保条件につき以下のとおり記載した同日付ノンリコ

ースtl― ン提案書 (甲 8)を送付した (甲 8、 4頁後半)(原告が同提案書

を受領したことに、争いはない)。

0) 大洋と借入人が f借入人がローン契約において期限の利益を喪失した場

合には、同時に借地契約も終了する」旨の規定を含む貸付人の満足する

内容の借地契約を締結すること。

②  大洋が保有する底地への、借入人の上記借地契約に基づく保証金 20億円
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の返還請求権を披担保債椎とする第 1順位抵当権設定契約 (ただし、本

担保の担保権者はfHL入 人)

借入人が大洋に対して有する上記借地契約に基づく保証金 20億円の返

還請求権への第 1順位根質権設定 (定期借地契約及び保証金受領書の原

本を質物として差入れ、大洋の異磁なき承諾を得た上で確定日付を取得

することを要する。)

借地契約に基づく借地権の譲渡担保梨約設定 (底地賃貸人としての大洋

の承諾を要する。)

貸付実行時の保証金残高を超える金額について、スボンサーリコースが

可能な手当がなされていること。【SMBC:リ コース方法等は別途協議、ド

キュメンテーションにおける表現方法については要相談】

竣工後の本件建物に対する第 1順位根抵当権設定契約の締結

保険金支払請求権に対する第 1順位根質推設定契約の締結

建築工事請負契約等、本件プロジエクトにおいて借入人の有する全ての

資産/権利に対する質橋/譲渡担保権の設定。

6)

F)

侶)

(3)「定期借地権設定契約書に関わる覚書」案文 。同説明資料の送付

平成 19年 6月 1日、被告三井住友銀行は、保証金額からTMKの原告に

対する米払債務を控除することを許さず、被告三井住友銀行が保証金全額を

担保とする趣旨を明維にするために、「定期借地権設定契約書に関わる党書」

の案文 (乙 C2)を作成し、被告大和証券に対し、メールで送付した (同 日

8:59付メール.乙 Cl、 4～ 5頁 目).被告三井住友銀行は、同覚書の

案文に、ローンが失期した場合には「賃貸人は、本借地契約の定めに拘らず、

直ちに保証金の全額を、賃借人に対して返還しなければならない」旨を記載

していた (乙 C2).

同日、被告大和証券は、被告三菱地所に当該覚書の案文を送付した。これ

に対し、被告三菱地所は、同覚書だけでは、 (原告が、TMKに対する債権
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をどのように回収するかが示されていないため)原告に説明できないとして、

被告大和証券に対して、全体像を分かる資料の作成を求めた (同 日15:1

4付メール.乙 Cl、 2頁).

そこで、被告大和証券は、ローンの失期時には定期借地権設定契約が終了

し、原告がTMKに 対して保証金全額を返還する義務を負う/IR、 他方で、定

期借地権設定契約の終了によりTMKが原告に対し負担する債務 (未払債務

等)は、スポンサーの行う追加出資により回収することを懇定していること

等を記載した資料 (「地主様への依頼事項 (担保関係)」 (乙 C3)、 「③」

部分)を被告三菱地所のために作成した。

被告大和証券は、被告三井住友銀行に上記資料 (乙 C3)を送付し、内容

の確認を求めた (同 日15114付 メール.乙 Cl、 2頁 )。 被告三井住友

銀行は、上記資料の内容を確認し、被告大和証券に対し、説明資料のAII容 と

被告三井住友銀行の考えに証醸はないこと、保証金金額の担保は談れない部

分である旨を伝えた (同 日17:10付 メール.乙 Cl、 1頁).

(4)定期借地権設定契約書の案文にかかる当事者間のやりとり

平成 19年 7月 3日 、被告三井住友銀行は、被告大和証券及び被告三菱地

所に対し、同日付ノンリコースローン提案書 (甲 9)を送付した (原告が同

提案書を受領したことに、争いはない)。 なお、同提案書記戦の担保条件は、

同年 4月 27日 付ノンリコースローン提案書と比較して、旧4項及び旧 8項

が削除され、lB 5項の文言が修正され新 4項となった以外は、変更はなかっ

た。

同月 18日 、被告三菱地所は、原告、被告三井住友銀行、被告大和証券に

対し、その時点での定期借地権設定契約書案を送付し、意見等につき被告大

和証券に返信するよう求めた (同 日21:10付 メール.乙 C4、 3頁日)。

同定期借地権設定契約書案においては、下記のとおり、第 7条 7項があり、

2～ 3項や5項の規定に拘らず、「甲・乙間で保証金の返還につき別途合意
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が成立 した場合には、その合意の定めるところが、

する。」旨規定されていた (乙 C5の 1、 2～ 3頁。

前各項に優先するものと

乙C5の 2、 2頁。)。

第 7条 (保証金)

1 乙は、本件借地権の設定に関し、本契約上生じる乙の債務を担保するため、

賃貸借要項 6)記載のとおり、甲に対して保証金の預託を行うものとする。

但し、保護金は2007年 9月 20日 までの間にその2分の1を 預託し、残 りの2分

の1を第 2条の賃貸借期間開始日までに支払うものとする。

2 本契約の終了に伴い乙が本件土地を原状に復して甲に返還した場合におい

て、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは

保証金の額から未払債務額を差し弓|い た額を、また、未払いの債務がない

ときは保証金の額を、本件土地の原状回復及び明渡し後30日以内に乙に返

還しなければならない。この場合において、返還すべき金員には利息を付

さないものとする。

3 前項の場合において、保証金の額から差し引かれる未払債務額の内容は、

未払賃料、損害賠償、損害金その他名目の如何を間わず、本契約に基づく

乙が甲に対して負担すべき一切の債務のほか、本4EL地の原状回復及び明

渡しに係る建物解体費その他本契約に基づき乙が負担すべき費用を高が負

担した場合にはかかるJFの負担分を含むものとする。但し、未払債務額を

差し引いて保証金を返還するときは、甲は保証金から差し引く金額の内訳

を書面にて乙に明示しなければならない。

4(省略)

5 乙は、乙の甲に対する第2項の保証金返還請求権を本件僣地権と分離して第

二者に譲渡してはならず また、同保証金返還請求権に質権等の担保権を

設定してはならない。

6(省賂)

7 前各項に拘わらず、甲・乙間で保証金の返還につき別途合意が成立した場

合には、その合意の定めるところが、前各項に優先するものとする。
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同月 19日 、原告は、上記第 7条 7項に対し、「 【RB0719 本項が質権設

定だけを除く目的であれば、第 5項に「甲の事前の書面による承諾なくして」

の文書を入れる事により、第 7項は設ける必要はないと考えます。又、保証

金の返還につき別途覚書が存在しない現状で本項を規定するより、覚書作成

時にその都度、第 7項の趣旨の文言を設ける方が合理的と考えます。】」との

コメントを付した (乙 C5の 1、 3頁.乙 C5の 2、 3頁。なお、コメント

の文頭に付されている「TRE0719」 とは、原告 (大洋リアルエステー ト株式

会社)が 7月 19日 に付したコメントであることを示すものである)。 同コ

メントからは、原告が、保証金の返還につき別途覚書を作成する予定である

ことを認識・理解していたことが窺える。

同月 24日 、被告大和証券は、上記の原告のコメントの付された定期借地

権設定契約書案を被告三井住友銀行宛に送付した (同 日16:45付メール。

乙C4、 2頁日)。

同日、被告三井住友銀行は、上記 7条 7項に係る原告のコメントに対し、

「 【釧BC0724:債権設定だけを除く目的ではないとしても、)別途締結する

覚書にて、同覚書が本契約より優先する旨を規定する為、第 7項は削除して

頂いて結構です〕」とコメントした (乙 C5の 1、 3頁 .乙 C5の 2、 3頁)。

そして、メール本文に「本件は、昨日佐伯様からもお話し頂いたとおり、別

途締結される覚書が本定借契約に優先し、また当初本定借契約にコメントさ

せて頂いている内容等が同覚書に反映されることを前提としております。」

と記載の上、上記被告三井住友銀行のコメントを付した定期借地権設定契約

書案を、被告大和証券宛に送付した (同 日20:08付 メール。乙C4、 1

頁)。

同月25日、被告三井住友銀行は、同月20日 付ノンリコースローン提案

書 (甲 10の 2)を 、原告、被告三菱地所、被告大和証券に対し送付した (甲

10の 1)。 同提案書記載の担保条件は、同月 3日 付ノンリコースローン提

案書とlul内容であつた。
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なお、被告三井住友銀行は、原告との直接の折衝は避けてほしい旨の要請

を被告三菱地所から受けていたため、ノンリコースローンの担保条件等につ

き原告と直接の折衝を行つたことはなく、被告大和証券を通して、又は被告

三菱地所及び被告大和証券を通して、原告の意向を確認する立場であつた。

(5) 親会社の意向を理由とする原告の翻意

平成19年 8月 8日 、原告は、各当事者に対し、「定期借地権設定契約書

に閥わる覚書」及び「関係者間契約書Jを親会社に送付したところ、親会社

の投資家代理人から、被告三井住友銀行から融資を受けることは辞めるべき

だとの強い指示があつたことを理由に、従来のスキームでプロジェクトを進

めることが困難な状況になった旨をメールし (甲 37)、 被告三井住友銀行

からの融資を拒絶した。

2 被告三井住友銀行の立場

被告三井住友銀行は、融資金融機関として確定していた訳ではなく、本件事

業への融資金融機関の一候補になっていたに過ぎない。被告三井住友銀行は、

融資金融機関として本件事業に関与することを期待して、原告及び被告三菱地

所が事業の基本的な枠組みを決定するのを見守り、その後、ノンリコースロー

ンの提案を行つていたに過ぎず、基本合意書締結にあたつて、原告に対して何

らかの説明義務を負うような立場にはなかった。

実際にも、平成 19年 8月 以後、被告三井住友銀行は、原告の意向により本

件事業の融資金融機関から外れ、その後は、原告自身による融資が提案され 〈甲

37)、 あるいは、他の金融機関からの融資が検討されるなどしているのであ

り、被告三井住友銀行は、本件事業において、原告に対し何らかの責任を負う

ような立場にいたものではない。

6 原告は、追って定期借地権設定契約書に優先する内容の覚書を締結すること

7
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を認識・理解していたこと

上記 1で記載したとおり、被告三井住友銀行は、大和証券を経由して、原告

に対し、平成 19年 4月 27日 付ノンリコースローン提案書 (甲 8)を送付し

た。そして、同年 6月 1日 には、「定期借地権設定契約書に関わる覚書」の案

文 (乙 C2)を作成し、被告大和証券にメールで送付し、被告大和証券に対し、

保証金全額の担保は譲れない内容である旨を伝えていた (乙 Cl)。 また、同

年 7月 3日 には、被告大和証券及び被告三菱地所を経由して、原告に対し、同

日付ノンリコースローン提案書を送付した (甲 9)。

そして、原告は、同月19日 に、被告大和証券が送付した定期借地権設定契

約書の第 7条 7項に対し、保証金の返還につき別途党書を作成する予定がある

ことを前提としたコメントを行った (乙 C5の 1、 3頁。乙C5の 2、 3頁).

これに対し、被告三井住友銀行は、別途覚書を締結し、その内容が定期借地権

設定契約害に優先すること等を前提に削除に了承する旨コメントし (乙 C5の

1、 3頁 .乙 C5の 2、 3頁)、 その旨を被告大和証券に伝えた (同 日20:

08付メール.乙 C4、 1頁)。

同月 19日 の原告コメント (「覚書作成時にその都度、第 7項の趣旨の文言

を設ける方が合理的と考えます。」)か らは、原告が、保証金の返還につき別

途覚書が作成される予定であることを認識・理解していたことが窺える。また、

原告自ら、第 7条 7項の趣旨の文書を覚書に設けることを提案していることか

ら、原告が、追って締結される党書において、第 7条各項に優先する内容、す

なわち、ノンリコースローン提案書などで示された担保条件が反映された内容

が規定されることを許容していたものである。

上lnLゃ りとりの後、被告三井住友銀行はさらに、平成 19年 7月 25日 に、

同月20日 付ノンリコース提案書を、原告に対して送付しているが (甲 10の

1、 甲 10の 2)、 ノンリコースローン提案で示された担保条件に反対するよ

うな意思等は何ら示されず、その後、定期借地椎設定契約書が締結された。

以上からすれば、原告が定期借地権設定契約書の締結当時、追って同契約書



2014年  5月  7] 17時 58分

に優先する内容の覚書等を締結することを認識・理解していたことは明らかで

ある。

4 原告が親会社の投資家代理人の強い指示を理由として被告三井住友銀行

からの融資を拒絶していたこと

平成 19年 8月 8日 のメールにおいて、原告は、従来のスキームでプロジェ

クトを進めることが困難な状況になった理由として、親会社の投資家代理人か

ら強い指示 (反対)があつた旨を明記していた (甲 37)。

仮に、原告の主張するように、原告自身が 「定期借地権設定契約書に関わる

覚書」 (甲 13)や 「関係者FFH契約書」 (甲 12)の内容を知らず、その内容

に驚いたということであれば、上記平成 19年 8月 8日 付けの原告のメールに

おいて、その旨記載されているはずであって、原告の主張は当該メージレの内容

と相容れないし、定期借地権設定契約書業の検討段階で、上記第 1の 1(4)

のようなやりとり (原告によるコメント)が行われていることとも矛盾する。

むしろ、上記 3で記載したとおり、原告社内においては、定期借地権設定契

約書の締結時点において、追って同契約書に優先する内容の党書等を締結する

ことを認識・理解していたのであって,その後、「親会社の投資代理人の強い

指示」という理由により翻意したものにすぎない。

第 2 求釈明 (原告第 3書面 35頁以下)に対する回答

1 (1)に ついて

「 (1)以上のように三井住友銀行は、『ノンリコースrl―ンの条件も把握した上

で、定期借地権設定契約を締結したもの』であると主張しているが、『把握』した

ということは、その内容で了解して定期借地権設定契約を締結したという意味と思

われるが、何を根拠に『把握』したと主張するのか、また、誰が被告三井住友銀行

に対して、原告は『把握』しているとの説明がされたということであれば、いつだ

れがそのような説明したのか明らかにされたい。J

0ヽ 8243   P  10/48
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上述したとお り、被告三井住友銀行は定期倍地権設定契約の締結以前にノンリ

コースローン提案書 (甲 8、 甲9、 甲10の 1、 申10の 2)をそれぞれ送付 し、

原告もこれを受領 .確認 していること、平成 19年 7月 18日 付の原告の定期借

地権設定契約書案に対するコメント (乙 C5の 1、 3頁。乙CSの 2、 3頁)等

に照らせば、原告が、定期倍地権設定契約書の締結当時、追つて同契約書に優先

する内容の党書等を締結することを理解していたことは明らかである。

2 (2)に ついて

「(2)また、被告三井住友銀行は、被告三井住友銀行の提案 したローン条件では原

告は応 じられない旨の回答をしていることの連絡を行っているが、その連絡をうけ

ていたどうか明らかにされたい。また、甲40のメールの内容を被告三菱地所から

連絡を受けたかどうか明らかにされたい。」

被告三井住友銀行が、甲40号証のメールの転送を受けたかは、記録がなく不

明である。

もつとも、被告三井住友銀行は、平成 19年 6月 ■日に、ローンの失期 と保証

金返還期限を連動させ、保証金全額 20億円を担保に入れるための覚書として「定

期借地権設定契約書に関わる覚書」 (乙 C2)を 作成 し、大和iI券に送付 してい

る (乙 Cl)。 同党書案は、甲40号証記載の原告の意見①及び③に対し被告二

井住友銀行の意向を示すために、作成されたものとも考えられる。そのため、甲

40号証のメールの内容を、被告三菱地所または被告大和証券から連絡を受けて

いたと思われる。

3  (3)について

「上記 (2)の連絡を受けているとすれば、なぜ、被告三井住友銀行が提案ローン

条件でなければ融資はできないということを原告に説明しなかつたのか釈明を求め

る。」

上述したとおり、被告三井住友銀行は、被告大和証券に対 し、保証金全額の担保

10
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は譲れない内容である旨を伝えている (平成 19年 6月 1日 17:10付 メール.

ZL Cユ 、 1頁 )。 また、その後も、ノンリコースローン提案書 (甲 9、 甲10の 1、

甲10の 2)の選付、定期借地権設定契約書案へのコメン トバック等により、必要

な説明を行っている。

第3 認否留保箇所について

1 訴状12頁、「第3 本件の経緯」「11」 の事実に対する認否

(平成 19年 7月 26日 の事実経緯にかかる認否)

答弁書4買 (11)で記載したとおり、被告三井住友銀行においては、平成

19年 7月 26日 付メールの保存がないため、認否できない。

なお、繰り返しになるが、被告三井住友銀行は、平成 19年 7月 24日 付メ

ール (乙 C4、 1頁)のとおり、「別途締結される覚書が本定借契約に優先し、

また当初本定借契約にコメントさせていただいている内容等が同覚書に反映さ

れることを前提に」、定期借地権設定契約書の案文を了承していた。そのため、

(メ ールの保存がないため定かでないものの)平成 19年 7月 26日 付メール

にコメントなしと返信していたことを否定する趣旨ではない。

2 原告第 2準備書面、 3頁、第 1、 2(2)の 事実に対する認否

(「平成 ■8年 11月 17日 、被告三井住友銀行天満橋法人部木日次長が、被告

三菱地所作成の「東映会館開発に係るご提案」(甲 32)を同行本店より預か

り、原告に手渡 した」にかかる認否)

同人には上記の事実につき記憶がないため、不明である。なお、平成 18年

11月 当時の同人の役職は次長ではなく、部長代理である.

3 原告第2準備書面4頁、第 1、 2(6)の事実に対する認否

(「平成 19年 1月 15日及び25日 に、原告、被告三菱地所、被告三井住友銀行

が集まり、協議の上、基本条件を決定した」にかかる認否)

N0 8243   P  12/48

11
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以  上

被告第1準備書面β面で記載したtお り、平成■9年に入うて以後、原告、

被告三菱地所の間で基本合意書作成のための打合せが複数回にわたって行われ、

被告三井住友銀行の行員がそれらの打合せに同席したことl■Rめるが、ミヽ せ

が原告の指摘する各日付であ|つ たかは、記録がないため、認否できない。

■2
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(フ )第 6239号 損害賠償請求事件

大洋 リアルエステー ト株式会社

―菱地所株式会社 外 6名

証 拠 説 明 書 ■

大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

被告株式会社三井住友銀行訴訟代理人弁護士

N0 8243   P  14/48

一〕
　
生口
　
生
ロ

０
´職

原
被

同

谷

山 畑

大 浦

平成 26年 5月 7日

健 太

博

智

号 証

標 目

(麻・写しの別)

作 成

1リヨ日
作成者 立証趣冒

乙 Cl
付

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

写
し

119 6 1
雛暮テ義魯突
和証券

被告三井住友銀行は被告大和証

券に対しローン失期時に保護金全

額の返還を求める意向であること

等を伝えたこと、被告三井住友銀

行は被告大和証券に対し 碇棚借
地権設定契約書に関わる常書」の

案文を送付したこと、被告大和証

券は被告三菱地所に対し「定期借
地権設定喫櫛書l・・関わる覚勘 の

案文を送付したこと、被告大和証

券は原告への説明資料を伯成した

こと等

乙 C2
奨腐響億鶴靖警露
詢

が締輝協黒
付ファイル (蜘堂

‰腐れ備
覚書

写
し

■961 被告三井住友
飾

『定期借地権設定難 書に関わる

党書」の案文に、「賃貸人は、本

借地契約の定めに拘らずヽ 直ちに

保証金の金額を、熱 ヽに対して

返還しなければならな 」ヽ 冒の記

載がされていたこと等
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乙C3 ギ毅蒻 F
※平成 19年 6月 1日

8:58付 メールの添
付ファイル

写
し

Ⅱ1961 被告大和証券 被告大和証券が、ローンの失期

時には涼告がTMKに対して保証
金全額を返退する義務を負うが、

他方で,定期借地権設定契約の終
了によりTMKが原告に対し負担
する債務は、スポンサーの行う追
加出資により回収することを想定
していること等を記載した資料を

作成したこと等

乙C4
晋高惜辮肥ダ
ータレ
(平成 19年7月 18日

21:10付 メール、同
月23日 1645付メー
ル、同月2日 9:29
付 メール 、 同 日
20:08付メール)

写
し

H197 18
～24

I讀当
被告三菱地所が原告・被告三井

住友銀行 被告大和証券に対し定
期借地権設定契約書を送付したこ
と、被告

=井
住友銀行は、被告大

和証券から第7条7項につき原告か
らコメントがあつた言の連絡を受
けたこと、被告三井住友銀行は定
期借地権設定契約書にコメントを

付して被告大和証券 被告三菱地

所に送付したこと、メー,レ本文に
おいて「別途締結される覚書本

定借契約に優先し、また当初本

定借契約にコメントさせていた
だいている内容等が同覚書に反

映されることを前提としており
ます」旨記載したこと等

乙 C5の
1 焉響懺

林設定契

※平成19年 7月 24日

20:08付 メールの添

付ファイル (「定借

契約 (関 係者集
約)T鯉 07191NIA S

MBC0724」 )

写
し

H196～ 7 鵞
つ
´
Ｉ
仕
コ

被告三菱地F71が平成19年 7月 18

日に原告 .被告三井住友鯛術 被
告大和証券に対して送利した定期

借地権設定契約書 (案)には、第
7条 ?項「前各項に拘らず、甲・

乙F15で保証金の返還につき別途合

意が成立した場合には、その合意
の定めるところが、前各項に優先

するものとするJ旨記載されてい

たこと、原告は、保証金の返還に

つき別途党書が作成される予定で

あることを認識 '理解していたこ

と、違つて締締される覚書におい

て第7条各項に優先する内容が規

定されることを計容していたこ

と、被告三井住友銀行は、別途締

結する覚書で、同覚書が定却借地

椎設定契約に優先することを前提
に、第7条

`項

の削除に同意したこ

と等
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乙C5の
2

定蕪倍地権設定契
約書 (業

'●

儘
=屋壼■覧

※乙C5のWordフ

ァイルにつき、印
刷籠目を「修正燿
歴ノコメントの一
覧Jとして印刷し
たもめ

写

し
同上 間上 向上

上

vヽ

‐3
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●

●

● 不動営/秋田 道生         200'ノ 00/Ol iO:05

[1: 鵞晏艦を,f看暑号輌た籍撻馨/1113久典
了解致しました。

突嬌IJ奎雰:言ス曹省菫首暑

`咎

1'署瞥輩警ζ[:書烹写言子ξ事「8メールが
わたくしとしても基本的にあまり強い言葉は使わないように引き続き心がけます。

引き続きご支援のほど宜しくお願い致します。

(   
送信者:本営四/次長/中 口 健 日付:2007/00/0118:01

送信者 :本営四/次長/中 口 健 日付:2007/06/0118:01

行象 3鴫Z鱗 i呈::う;葬署ヮヒ蒼蔓骨:/1田
久典

いろいろとご苦労様です。

鋒を製 t議難亀字rttξ警総豊冨譲島

`雇

告署Sふ腎i323景k避けたほぅがぃ
いと思うよ。

(気持ちは良くわかるけど。・・)

不動営/秋田 道生 2007/00/0117:10

(     1 不勁営/秩田 道生       2007カ νm口 :Ю

密夕
: :遇

::::::i「 8:l:よ ::階:::‖隠出::田 3,和ロュgae b“ hソSMll∞随 C.

洋な響咤難ゴ魏斃』翼鱗f∫
魔鷲LaMb耐ぬ

'覚
書 コ

大原様

いつもお世話になっております。

型警3蟄悪昇景
にζ容後穆セ慈鼻各ぁ考えと配酷がある点は

萱3でほ機僕tま事F哺
対譲れない」部分でございますので、

三井住友銀行 秋田

送信者:'yoヽ ei ohara'9ohei Ohar"dュ ,wasLLc co jの 日付:2007/00/0115:14

一―

乙
ι

■
　
′

〓
一一」
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奮聟 犠絆ハ摯
『

靱 :aek10dが w郎働∝∞JD,hmagae mmス駆∝sttQ

僣響鋏ゴ颯笏姿ry鵬柵m¨

秋田様

お世話になります。

言言考「讐i蛇言晟量言雪る[10Ei羹盪量:[[1全iI[l憲言F]滉[1
成いたしました。

― (   内容をごllE認ください。

『
言:::貫菫]li,i言[[[:こま:il::ittli首曇『套[i曾ま:
喜塩卜蒼横与習讐署mi詰 酪窮RIたそ琶世臨 讐τl今馨F説

明て

宣しくお願いします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

交雫彎夢y撃埜辞 ァィナンス部
李幅0駆罵 東京都千代田区丸の内1丁 目8番 1号

t    TEL 08‐ 5533‐7860 :lr｀ 7ぅ鳥47:「
N館

=署

昇要ギ雲澪響讐響製翼讐響讐要讐饗☆☆☆☆☆☆☆☆

Akita michi00:n smbc co.ip
2007/06/0110:09

宛先
。1 0har『 Gohei.oharaedaivasmbc co.ip〉

"kenta saekメ  αenta.sa●kiedaivasmbc co,p〉 , Kumagao VoichiOhh Smbc co jo,

1獅il:1繊
"|:ぱ“ユル・
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いつも になっております。
そ の
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Eぢ
『彎塁「曼量言二;撃霧早雰妥

'8鼻

篇量子靡:争F｀

―   (

E写:軍;I卜奇菫讐[う層i5嘗l量暑言言][li][言:[:」晨:、
喪勢轟言う要解 嚢事iま保証金全額の返還を優先して頂きたいという考えです)

胚聰:[又藁:鱚、
1連絡をいただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。

三井住友銀行 秋田

考えております。

秋田様

ありがとうございます。本案で三菱地所に打診してみます。

送信者: 'yohei oharr〈yohei_。 haraOdalwas■ bo_CO in〉 日付:2007/06/11
09:30

ジじ夕し: II!llaM:::li・/S,1:♀
::::aekiO`atwlsIlbl lo jp〉 , Kumagae

Yolchl/SMBCOS‖ BC,

machida Hisalo「 i/SMBCOS‖ BC, Nakaguchi K3n/SMDCOSMBC, Notsu
Hldoo/SMBCeSttBc. "satomi niyazョ wa・

麗 :口|:|:醤菫 壁営轡 ;静ξ 彙 聾讐
iWaS口bC CO j。

_占 が、貴行がポイントといっている点について、大洋に対す
TMKの
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にこのような手当てをしなくてもよろしいでしょうか)。

教えていただければと思います。

り立場としての大和の意見を出してはしい

ligi:詠万騒遠磐ιl｀2習餞竃解[島

宜しくお願いします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
大和証券SMac株式会社
ストラクチヤード・ファイナンス部

_1『
OfI。

「「M澪癬号
鷺嬰11ギ饗翼響装妥響縛響響I要署響☆☆☆☆☆☆☆☆

,Il,刑,:11::::oS口
bC C°  ip

宛先
ei ohara・ 〈yohei Ohar80daiWasmbc co.ip〉

OC
'ko口 ta saeki' くkellta saek,OdaiwasmLc co.]|〉 , Kumagac_YoichiChh snbe co jp,

11櫨
n博

i帥“
エル

'

大原様

いつもお世話になつております。

定借の保証金振還期限と日―ンの失期をつなげる覚書を

トラフト致しました。

弊行としてのポイントは

「ローンが失期した場合.借地契約の定めに拘らず、直ちに

保証金全額を返還する」
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|と いう部分です.       .
この形としないと、保証金額全鎮21億円についての担保効力は

有効とならないと考えており率キ

ご確認のほど宣しくお願い致します。

=井
住友銀行 秋田

蒻 」
轟1遭鰐欝晶肇炉薦儒語認讐器「

‐
置・建 庸平伏和証券,MBC

―

`

ヽ
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定期借地権設定契約書に関わる覚書

大洋リアルエステート株式会社 (以下、「賃貸人」という。)、 御堂筋共同ビル開― 目的会

社 (以下、「賃僣人」という。)及び株式会絆三井住友銀行 (以下、「貸付メ」 という。)とは、

賃貸人と賃借人とのrF5の 2007年0月 ●日付定期借地権設定契約書 (以下、「本借地契約Jとい

う。)に関連して、以下の内容にっいて合意する目的で、2007年●月●日付で、本覚書 (以下、
「本覚書」という。)を締結する。なお、本借地契約において定義された用語は、文脈上明らか

に別果に解すべき場合で無い限り、本覚書においても同一の意味を持つものとする。

第 1条 (保証金の返還)

1 (1)賃借人及び貸付人とのF・Sの 2007年0月0日付の金銭消費貸借契約書 (以下「本tl― ン契

約」という。)に基づき質貸人が貸付人に対して負担する債渡、(il)賃借人が2007年0月

0日付で発行予定の御堂筋共同ビル開発特定目的会社第 1回特定社債 (株式会丼営井住友銀

行保証付・適格機関投資家限D 似下「本特定社債」という。)に関し賃貸人がその発行

者として貸付人に対して負担する債務、並びに(ili)賃貸人と貸付人のF●3の 2007年●月0日
付の御堂筋共同ビル開発特定目的会社第 1回特定社債 (株式会社三鋼主友銀行保証付 適格
機関投資家限0保 証委託契約に基づき賃貸人が賃借人に対して負担する債務 (以下、総称
して「本貸付人関連債務」という。)のいずれかにつき、その元本もしくは求償債務の最終
の支払期限が到来した場合又は賃借人がその債務につき期限の利益を表失した場合には、賃

貸人は、本借地契約の定めに拘わらず、直ちに保証金の全額を、賃僣人に対して返還しなけ

ればならない。

2 前項に定める賃借人に対する保証金の返還は、貸付人に対してその指定する銀行日座に振り

込む方法により行われるものとし、賃貸人はかかる態様以外の方法により、前項の保証金返
還債務を履行してはならない。質僣人はかかる保証金返還の受傾椎限を本覚害の締結をもっ

て撤回不能の意思表/1Nに より貸付人に授権するものとし、貸付人はかかる権限に基づき、返
還されるべき保証金を代位受領する。

第2条 (有効期限)

本覚書の有効期限は、本覚書締結日から、本件建物が竣工した日、又は本貸付人関連債務の全額
が完済された日のいずれか早い方の日までとする。なお、賃借人は、本件建物が駿工した場合に
は、賃貸人及び貸付人に対してその峻工日を書面により通知するものとし、貸付人は、本貸付人
関連債講の全額が完済された場合には、賃借人及び費貸人に対してその完済日を書面により通知
するものとする。

第3条  (本覚書の優越性)

本借地契約の内容と本覚書の内容との間に矛盾又は輸館が存する場合には、当該事項については、
本覚書の規定がいかなる場合においても優先して適用されるものとする。本覚書の各当事者は、
本覚書の締結後、本覚書の規定に矛盾又は抵触する契約を締結してはならない。

第4条  Q位 の承継)

0ヽ 3243   P  22/48

４

ι

＝
　
ク
　
〓
無
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1 賃借人は、本覚書の有効期間中に、本借地契約における賃貸人たる地位を譲渡等処分により

第二者に承継させる場合には、本覚書の当事者たる地位も同時に承継させなければならない。

2 貸付人が本貸付人関連債務に係る債権の全部又は一部を第二者に対して麟 処分した場合
には、賃貸人及び賃僣人は、当該第二者に対しても、本覚■において貸付人に対する義務 ,

債務を同様に負担することを予め異議蕪く承諾する。

第 5条  僣察)

本覚書に関して船争が生した場合には、 [東京力∪廂 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とする。

(以下余自)

`

- 2-
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償 贅入)

大阪府大阪市中央区北浜三丁目1番 22号

大洋リアルエステート獄 会社

代表取締役社長 堀 内 正 絶

債 借人)

、  r                    
東尽都中央区日本橋本町―T目 9番 13号
御量飾共同ビル開発特定目的会社

取 締 役  見 上 IE美

N0 8243   P  24/48

以上を証するため、本覚書の当事者は頼書の日付において、本党書の■本3部を作成し、記名押

印のうえ、それぞれ :部を保管する。

2007年●月●日

償 付人)

東京都千代口区有楽町―丁目1番 Z号

株式会社三井住友銀行
不動産ファイナンス営業部長 田形 敏巳

(

‐ 3-
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4

①

Ｏ
　
②

０

Mが 底地に対して、保証金園藩議鶴慶腑睦働疲権とする鶴螂 を設

聰 7条 4'■こ榔

レン熱 TMKが地主様に対して有する模証金返還請求田

“

経司聰 を設定

滉伏では定期僣地権設定契約第7条5項におして

―

への担醐 簿対上されている

沢 本件につい■まこれを除外するようU瘍色

期限の利益を喪失した場頷 胡田蓋 l■

―

をMに 返還する旨を規定

レンダー債務 (ローン、岬 嵐 特定者償つ保証に係る偵駒 のし潟輛力tつき、鉤 限

が到来した場合または期限の利益を喪失した場合には 定鶏借地権設定契約は終了し、ただちに

Mに 保護金の全額を返還することを働己 保証金の返還嵐 レンダ■が指定する銀行日座に直

無 振り込む驚 により行う旨を開a

解約により憮区に生じ翻 篠周蜀臨 預自脇鳳 損害響よ 鳳壕郵教

―

なD
は ③と同時晰 さ橘 追加出資により相殺し、当初熙議骸20億編をTLIKぼ捩鶴^スポガ

ーが追加出資義務誦 行する限り、地主様力授け取るべきTM【未払債務の回収顧■逸

本借地施表び建物¨ 伴う議澄につき、予め地主機が瀦諾している旨を規定

や B条 1項でよ 地主様の意昴α痣認 W饉と飾籠 れている力ヽ 担櫛り

を遅滞なく実施できるよう、こ睦 前もって了解してもらうことが趣嵐

鰺T後建物に対する第 1憑位根抵当継設定契約嚇

同抵当権が当然に接地権時 のリーカ レオビニオンを取得する。

Ｃ
　
“”
　
ル́

V(

③

０

④

０

⑤

●
　
●

０

2

定期僣地輝設定契約の規憲こ拘らま 保証金は つき別途合意 C鍵うが成立した場合懃ま

その機 めるところ力騒先さ

“

.

本4」地が第二者に調鷹され表鰻冷nt劇 珈唐地幅設定契約に基づく地主様の地位に加え、定期

申 に基づきヽしくは関連して締結される―tTの覚書・合巌書に基づく地位も当雛

者la撃させる.

覚書の有効期は ― r日又はレンダー関瞳償静0鋼議が完済された日のしぜね力早い日まで

とする∝だしCを除く)。

図 静Tまでの担保ストラクチヤー 休字は レンダー借メ金力り した場合のフローl

レンダー
凛 権

…
'イ

テ 使   1‐

~‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ~― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ― ‐ ‐ ― ‐ ― ‐ ― ‐ ‐ ― ‐ ‐

「~~~~… ~‐ ~」…………・́‐―・…「
|

|       「¬栗話百麗弱ぎを暉愕蘭Fl         l
1_210__」 __

:____■ lf][l____J

スボンサー

m―
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送信者:不動営/11村 /AN辛 日付:200707/2420:08

宛先|  ■enta sack,・  denta.stek10da,as口 bc co iD
chio/SttCOSuC,N01su HideO/SMBCesllc,

中可∬鞘螂鯉,以 句m
t期借地契約の件 」

佐伯様

おIIIになっております。取り息ぎコメンレ ッ`クをさせて頂きましたので内容ご確認下さい。

尚本件は、昨曰佐伯様からもお話頂いたとおり、月1掛締鮮 れ稀 書が沐壼借彙綸に層生し_

また当助水定借契約にコメントさせて頂ドている内容事が同壼●に反藤されることを前提としております。

P 26/48

乙
ι
■

′
　
サ
証

― (

(

どうぞ宜しくお願い致します。
,n■■●o■oゃ

"棒
*■■■■J●

"“

●ホ
ー

ホホ*ホ

ー

FH― +…

鱚礼卵篭f鑑暉I「
・

TEL:13 5512 2016  FAX03-3592-3299
卜m苛I TanuraltrOyukOrk smゎ Oco"
ホホネ摯■ホ*― ●h・t+**幣

… …

H4… Ⅲ

…

□
定借契約(瞬係者集約)TREOフ1「Nttb∞724doc

送信者:・ kenta ste■i'Cen,a saek10daiwas口 bo co]D日付:2007/07/2409:29

送信者rkcnta sacki¨ Oenta saekiOdalwasmc cO:o日 付:2007/07〆 2409129

宛先: Akita Michio/SttCosttC.Taml,aH,royuk,Iよ /SttCeSMBc,酪 IsD
Iideo/SMBCOSBC

L:尚仄[軋瞳鯛渕蒻躙ポm
彗地契約の件

友銀行

じ早晟菅亡まり蜃言楚穂等響転扉健藉羅事耀Cこう見rン
トパック期限を指示

しては、 8月 3日 に堀内社長が東京に来て

1す。

調][き]:言[豊言ili]嘗I[i



2014年 5月  78 18時 00分 I10 8243   P  27/48

したがってコメントパックは至急お願いする必要があろうかと思います。

御行からのコメントを頂蔵した後、口&Pに修正版の作成を依頼し、関係者への最終
確認を行います五
週明けにFinalにするには、やはり本日中にコメントを頂きたく存じま丸

御多忙のところ恐縮ですが、何率宜しくお願い申し上げます。

オ辛*ヰキ****t,半キネ*ネホ*ホホ|,*It tキ t=*III夕
==‡

*

大和証券SttBC株式会社

軍鮒丈量晨薔ζ]]1..
TEL:03-5533-7873    FAX:03-3236‐ 1775
E‐mュ i' :kenta saek10dalwasmbc co jp
手**キ *11黎 ,ネキま摯十1千*11■■1■キ1=キ1*,*ネキ*キ*
―一―転送者 : 佐伯 健太/大和証券SMBC転 送日:2007/07/2401:19-――

_(1  摘諄/鮮秀鉛智語券SMBC

Ak ita_Hichi00rn 、llbc.oo・ j,, Tamura Hiroyuk10rk smbc co ,p,
Nolsu_HideoOrn smbc cO lp
CC   ヽ

:|II聯 :|lilさllll:il:|III彗 菫

lは
藻 彗墨 :|[:'p.

件名
Fw:【 (仮)御堂筋共同ビル】定期借地契約の件

藁肝節
田村様

お世話になっております。

,3こ嚢据癬唾科聾鷺麒響雌蠣舗
定期僣嘩設定契約に

うえ、コメント頂けますでしょうか。

サ妻事ぁ宅:定
借契約は7月 中に締結する方向で大洋様と合意していると伺つてお

御多忙のところ恐縮ですが、できれば明日中にご回答頂きたく存じます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

鮮 子断愁ιtttttP(関
係者集約)TRE0719 doc'は 佐伯 健太/大和証券 S

I

TEL:03-5533-7873    FAX:03-3286-1775
E―mall : kenta sackiedユ i"asmbc co ll
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― (

*=十摯ネ|ホ *=ホ**=ォ ******キ *ホキホキ
=キ

キ手キ*ホ *手キ

ー
ー転送者: 佐伯 健丸秩勲証券 SMBC転 送日:2007/07/2316:30-― ―

:::男 ]夕]li[ド];C CO'p

宛先

,(11り ,'::質 :liコ l〔鵞::そ邸
′
そ:1:::::kai・ くyasumas a.ka10dattasmbe co jp〉 ,

tiyo―estate co jp〉 ,

Tamura HiroyukiOrk smbc co jp
CC
''kenta sagkt' こenta_saok10daiwasmbc co jp〉 , Кullュ8ae_Yoich10hh smbc oo ,p,

"Chittneyk Smbc_co jら
,:l:IW:hara,

le ntya■ouchiOnec.co jp

【(仮)御堂筋共同ビル】定期借地契約の件

鋪胤こ襦舗嗜箕
鰤

お世話になります.

讐饉象言玉晨慕きます夕
翌博普秦籠警

上の
　
ヽ

ア
で

り
の

ク
た

ね
し

概
ま

・
8僣[桑重厘毎:量著:番,F晶

しますので、
着ぢ菫早8で、
しますので、

三菱地所株式会社 資産開発事業部
速水 徹

te1  03-3287-6939
fax  03-3214-8642
に一nail  to「 u_iayamizuemec、 c。 .]p
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定期借 地 権 設定契約 書

賃貸ノに(甲): 大群リアルエステート株式会社

賃僣人 (乙)= 御
=筋

却
`ル

田墨難 日麟 社

一―
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定期借地権設定契約書

贅 貨 格 要 颯

贅資人 燎朝鮨障り9つ たる大洋リアルエステート株式会社 (以下 f甲 Jと いう.)と 贄僣人

て観 壼〉た0,壼
"共

同ビル開お特定目的会社 (以下 :乙」という。)は、甲が所おする矢

彙借委項13蔵の土地 て以下 ●マ桂け口 という.)について、借地借マ法 (辮午法律知 0

亀 その後の改正を含む.以下「洵 という.)第2喚巌 める卸 措

“

歳穀―   (ス下 14

契約]と いう。)を ¨ J=以下の栞

`●
■って糧ました q下、働 に従つてま.

だされる書地権 〈彙借権)を rA4僣地詢 とぃぅ。).

第1条  崚約0日

“

め

l 甲は、本体土地上に建黎する,1紙 1嗣載の建物 似下
'本

4建物」という.)の′π■を目的

として乙に本件■uLを民貸し、乙はこれを贅借する に●権利の壼類は■僣格とする。).
4は、本掏害迎確の設歳 、tlti地上に本絆建喘を建槃する。

2 本4指堵推については、興和の工新α新の請求及び土地の使用の議続によるものを,れ )

ス●建臀の条遣による― 間●延長がなく、また、乙は、甲に対し、法薦le条 の規定によ

るお4土地上の建衡その他の工●
"の

資取りを整求することはできない。

第2条  (夕鵬路力面)

本件土地の賃咬泄第関区 黛劇苦
=項

0唸ウのとおり、2103■ 2月 1日 から2050年1月 末日まで

のコ年員とする.

寮S条  (貨料の準 )

lll

' 
貸 人 大洋ブア′レェステート株式会社

l・zl 贅  借  人 碑埜鰈 匈r7●開猛峙奮目κ蔭社

rel 賃 賃 僣 土 地 Яl嵌 ■のとおり

141 掟 月 目 的 440の承地

0 , 将

208●2月 1日 から2110初

木ュまで

[11ユ,11=A■響燕切こ体件理の
固定☆産機及び都市■口丼口当頷の5“

)の合計重

20Ю鋼現 :日 以後 月 縦 ,2916.。。0月 (午 娠 全

274.092,|||口 )生す:0衛年土地の固定

責産晟汲び都市計画毬相当麟

16〉 保  肛 査 全am■ ooo,ooOロ

r71 賃史″翔 関 2008■

“
`日

から20“年1月 末自まで
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乙は、中に対し、賃彙僣要■(5,れなの貫海 (以下 味●賃将Jと いう。)を強 未口 (全

訟様鮨が沐業い 場合は配 葉月)ま でに塑 分の■,と していか別に通知する颯

'日

豊

|こ長,込む方まにより支払うものとする.なお、レ ,未清のネF■■は当該月の実Rなに

応した日割計算とする。ただし、本l嘲 の支払開始日は、大条の本作土地の引波日からと

する.また 日
=癸

動 工ぴ都市計画nについてに、中パ納付したこれらのメ額を●する,
棗 帥税通力,4を含むがこれに暉らなャ、)を 乙に■出した■t・請求し、乙はこれらを■

IAう ものとする.

■,僣事項0記戯の本¢土地の日足贅― ¨ 相き簑については、●F魔い

機迪知,“夕の4-輻
"年

2月 1日 から菫̈ 月31曰 までの場r●5に対応するもの)

を12で結した全軍とする。なお、オ件不動産に関する新たな公ュ公凛の資ねについては渕趣

協議するものとし、固定資壺

“

対Fh市 ,1面説にん書し又はこれに嬌じるものは鷹則として

るが

^●

●るものとする.

努4条  は 土地のラき置し)

甲R乙 に対し、第

―

間開始費に本4■■を■状右螢て,1き置すものとする.

第5条  嶼 料のよ鋤

1 利
=責

科 い定贅産観工び都赫 覆権当額をRく .,は本契

"野
議日から3年緑に、別紙

2,載囀 改定方法に定める方法い 改ヽ定するものとする。なお 矢料政定に要する癸

府は、甲乙の折半i拒とする.

2 法第1繰の短走はな契和に邁用さねな いものとする.

第6条  (織悧婦

甲及す乙は、本件僣地構の設定に関し、利空借地権の策定,価としてのlu峰の根贅を行ゎた

いものとする.

第7条  て,工ω

l 乙|よ、未■薔地撻の設定に関し、本裸約上生じる乙の使語を担保するため、■彙薔栞Ю

工童のとおり 甲に対し¬暴証全′>菫rをfrぅ ものとする。■■、堡驚,■

`"螢
2几毀A_

よ,qや ,二i●場の1を涙託し、2,2喰,撃力7角?重帥
"■

までに支́ うも_¨

:il
2 本契約のた7に4いこがAr●土地を原獄卜復して9にヽ遺した場合において、いは、本喫詢 |

に書づいて生したるの使奮て来

“

いのものがあるときIま保工全の額から未払使蓋額を
=し

ヨIいた額を、また、未払いの使濤がないときは保証全の額を A4t鼈の原状回復及び例渡

し後30日 以に 乙に毎還しなければならなι、この,合において、返躍すべき全員に悧 3
を付きない のヽとする.

3 前項の場合におヽ て`、線峰 ●輌から差し,力れるべき未嚇 の内容は、か 彙料、換

密着揆、■春全その他洛月の川,を綺わず、本契約に基
`き

乙が甲に対して負担すべき―,
の使薔のは力、本件土地の原ホロ復及び明置しに係る建働解体費モに 興約におづき乙が

口機 I

口に3薔嶋費Hぃ,,ま

癬膵::

=工=I:螢
光ベン O Ll

書式贅更:螢■
～

に し)

■■甕■:量光ベン ('い
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薔疇:0
腱に預

“

されていることを圧する●● 幸たはその

・・
の

―

力端
"す

る衣翻 書を合む。)なこに交●し、るの原状口甕鴻

了し、
^件

+樹の明渡し
`確

認したときに、当霰全額を乙に置湾するものとする.乙に、当

い の返撻時点にヽ いて、瀬 の構当権を絆除するものとする。
7 前を4に拘わらず 寧 乙簡で髯証金の近慈にテ 絲 様 施 した各うには その合鬱 一~姜 鞭 :●f●●と

― ■

_ 
師 所

「

醗

==~~~~¬

食泄すべき晏月を中が貪れした場合l_はかかる甲の負担分を含むものとする.laし、未抑責

輩顔をおし,いて県肛金を― るときは、甲は、苺壼●力■差し亨|く 奎議の内駅を書面に

て乙に明示しなけれはならな|、

甲は、この甲に対する第2質の保苺奎返瑯 麟 を装拒保■撻として、預%苺に本件土地訴

有権 (府地や に対して抵普構を識定する。lEし
=当

構投たに必要となる霙用は乙の食世

とする.

乙は、4の中に対する脚 の保工金掟選■
'龍

をネ4僣菊檀と分離して策
=■

に薇援して

はならず、また、
…

返違儲求権に

―

を震だしてはならない.

第10条に,い、明渡しのために乙が原状回復rtに着手するときには、ιはあらかじめ甲

に対し仄状回復

"関

を通

“

するものとする.この場合、事は 乙が
"に

預κしている,肛査

預 (未ユ債喜額をたし,Iいた
'合

にはその残
"が

、Υ

自
`'で

あれ,晨 第■Fに f中の
=前

のキ薗によるス蓄なくして|の文言を入れる事により、

あ電 に設ける必
=は

■いと考え すヽ 又 離 のを通につ剛 薔生きが,を しない現状

で本項を規定するより ■書ね薇崚 工その都度 斬 項の憲Iの文言を設ける力うζ合瑾

"と墜 轟 】ISI起。?ム `鱈廟商華載2餞螂壺κ単彙摯ユエ氣ユ凛塾墜饉
"墨

.二
壼 L`=』 議 撞 色 綺 藩 翼 薔 滅

=“

黎 ヒ ニ 0冨 鷺 巌 露 ヨ

=望

ヽ 」 量 コ 壁 望 Щ 塁 ●

`』

‡ 事 事 菫 距 笙 二 L.

■8条  は 選にけ る層け出)

甲及び4、 乙メ税聾■泌蜃と駆めた■台
―

締

“

毯選市なく r土地囃 V凄に関する

腐日匈 を所瑶税番辱曲 するものとする。

第9条  (遅蔵n書全)

乙が本件彙将そ0他本興約l‐3●く

“

審の支払いを邊廷した彗合、乙は遅延全饉に対して午率

140%(14を 165日 とする口

"計'と

する。)●割合による償書金を中に支払うものとする.

第10条 は― l

1 21は 甲の事前の,面による承報なくして卜の行為をしてはならない.●し、第121,の場合

には 甲は 当霰―指賃貸 け スターリース)におけるい
な犯罪ヽおを行う著 公声由りに反する者そのILのこれ らに

=し
ろ著 て以下

`否

ョ洗 Jとい

ユニとX嘔客籠腱卜●
`-1堕

露であろ等本ヤ澪力の安定的な答理む旨が困織なュ籠
撻
"静

とヽ雷められる場合を除き、不合理にかかる承策を拒お又は留颯しないも0と す0.

●■■3:僣 +ペシ

●■u妃駆i壼■ベン ¢ し)

■
==I:動

バン l●●L)

●■1墨:量光κン

`な

し
'猥 霊 :‐ ベン (2し ,

書
=壺

E:壺 発ベン ● し

'

H臓:否

''

口豫 :
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(1)木丼土地を
=賃

し、また醐 」調させること.ただし、中 建置に伴い凛地その

他の劉綸、工+術を置
=す

る場合、そい に必Iな限度で本4土地を策ラ音に

■月させることは妨げない。

0)転贅〈サブツース)を予定しrAI菫物を―橋■貨 (マスターリース,すること(■し、

本(■僣域工時点でφ―嬌霙資を眸く。).

(3'本件建物を増改筆すること、■
―

・
に本F建物以外の 物ヽを訴嶽 すること.

0本件士電の通常の使用またに時洞の経過により生するものを除き、●●■瑾の形状、価

値■の保全にをとなる行為を
'う

こと。

2 前颯第0■のためにかかわいま 本件薦,中 瀾中に天災そに の責に帰するこ

とのできない理由により 馘失颯壊し、建物の使用が著しく因躍になつたときは、■物を新

彙または改築して残存の榊 面■、本契約に従つて本件+■を使用することが0● .

菫11条 由 揉責任)

1 本●建物φ螢工までの面に発見されたな件■地の場掟 〈甲が別蓬20σ年3月 20日 付で三掟地

蒔 社に提Щした図面 (以下1鉾前建勒図画等」という.)●摯の地中障害物等を含む.)

により乙latっ た根吉菫についで中|ま―切■■を負わなし、但し、本●■地において、本件

事業 てるが本■■籠上にネ4■場を奎葉し 主にオフィス貴食事業aFTう 事策をいう.以下

曰L)に大きな影書を与えるはれたる瑕疵確 ,され、本件専業の実重が鳳肇と乙が合建

耐■判断した場合、乙い を解約することができる。この場へ 甲■ぴ乙師 れも惧書

…

キ負ユしな0、

2 本件建■の筆工後に,■された本を土地の増硫により乙が損害を機ったと客■的、合理的に

判断され機 、甲はこれを職簑しなけれ藤 らない.

薫■2籠 (通力義わ

当事者の一方は、支払いを,上し、または
一

における
'31●

jL●分、滞輛処分、おき

手続踊

“

申立、やZl清諄開踏中立もしくは民事薔笙‐ ll“ 中立そ●L適用ある倒店手続開
"の中立がなされた場合 (ただし 策二なからの中立については、哉渕所による手続閉角決定またド

保全警理人の選

…

田議決定が下された,合に瞑る。)、 または、第二岩つ申立によ

つてそ●●Iな財饉に対する強制摯●、競売閉漁決定、保全拠分の決定もしくは薔納処分がなさ

れたときは、■ にヽ、その旨を泄哨 事者|二通力しなけれ曲 らない。当事者の一方は力
…

鮨

力を患つたことにより他0当事奮軽 した長書を鮨債するX●Iを■,.

第18条 G鮒講出繕スが本件熟場の要性・颯保露●

1 乙は、
「

の

'面

による承,を得た■で、本件

―

物を常又ド策ヨ者に輩菫し又

はこれに質や等の電4を投たすることができるものとする.薇し、かかる薇波については

中 権を有するもりとし、4は、当ま薇構φ方針をためた,、 甲との■で∞ロロ、

メ世の条件1と,ヽて交渉するものとする."いる条件奏サが成立した場合、乙は、中に対し、

首ま条件で本¨ 鶉を螢濤するものとし、条件交渉が不調となつた場合、甲

かさ面による承議を得た上で、本件借地浩及びネ十澪ウを第二■に悽績することができる。

なお、かから鎮曖先ム否聾ム1●●警工当
`ヨ

■■を堅 ,3置されう●oと,4■

N0 8243 P  33/48

"ni擬
●会め

"力

、撻離,ヽ工は歯罪F
落格 うま 公時 に反する■そのにの

tれらヽ IFじるを (以下『

詢R,と Vヽ う.)
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lfJ".G72,in内容マ結篠ですが 出口軋劇雄認い に  ヽ大洋■に隧 ■
'●

メ付与され

-

2 4が杏算先、否颯先の規会社着しくは子会社その他の露係会社となり若しくは関毎歩 ら、

又は乙の取締役若しくは三奎,その世の役員着しくは株主が否祀先若しくはその関係会社

となり着しくはなるものと合延的に日められる場合で、甲から、かかる零態を沿癒する旨の

霰■を受けた,こ もか力も らず、金理的な翔国内にかかる綸癒を,わなサ■合には、るは、本

件泄地構及び本件建物を甲に対し、合理的な赫 薔い いて,知するものとし、いはこれ

らを当

…

格で資 燎ヽ ることができるも0とつ
｀
各.

3 甲が第1項の承絆を与え本t泄地権ユ●本4建動を第二省に議波したときは、乙は、お契詢

に彗づく乙の職 すこれ岬 する権利≠しくは
=蓄

(Zの甲に対する本
`情

地権の各証全

返遺

“

求準を合む、)を当ま第二者I・ 承議させるものとし、甲はこれを永書する.●し、か

かる暴肛奎返還滸求権のま巌膊点の準鷲奎残●が、る●第7条第1■の警 晨Fしない

ためてある●、この使番不晨,ないしそのォめに対すべき事

“

に起因して全2,00Q O∞ 000

円に溜たないとヽ は、乙は、当晟第ニキをして不足鎮を甲に対して支払わせるものとする.

第 14条 ●■土地の議

"1 甲ス 乙の書面によるネ言を,た上で、本件土地を第3者に談波することができるヽのとす

る.■し、かかる鶴擦については、

一

有するものとし、甲は、当霰薇波の方

針を定めた後、乙との関で00nm.譲波の菊年について交渉するものとする.力い る条

`交渉が成立した場合、甲は、乙に対し、当鋏条件で刺牛土地を機構するものとし、条件棄渤

不露となつた場合、乙の鬱面による承書を得た上で、44■地を第二者に薇波することがで

きる.たヽ、かかる餞渡先が

―
る

・
正当な理由がない根り承壽されるものとする.

2 目が否

“

先、否躍

"は
社若しくはキ会社そ●Lの関係会■となり若しくは関係を持ち、

又は甲の取緒役若しくは豊査曖その

“

の■員着しくは,=が否議光着しくはその関係会社

となり著しくはなるものと合■的に認められる場合で、るから 力,・ろ

`線

を消癒する旨の

催告を工けたにもかかわらヽ 台理的な期間内に力いヽ るヽ まをなわなセ■合には 中は、本

●土地をとに対し、合理的な市場価格において売力するものとし、乙ドこれらを当

…格で買Vヽることができるものとする.

3 乙が,1項のRR7を与え利牛土地を策ヨ普に議榎したときは、甲は、オ凛約及すネ契約に
'

`■
もしくは関連して綺絆される一匈の覚書 合意,日に基づく甲の期t■●これに関す

る緒利若しくは義蓼 〈甲,ろに対する保■金返還贅着を含れ )を 当餃策二者に承経させる

ものとし、Zはこれを承議する.

■ 譴 虻 L彙

=上

…
 

…
   

… …
 

…
 _ _…  

… ―    
… …
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I●ヨま菫:彙光ベン          |
無 重 :難ベン

目朦て

第15条 (契わの納

1 乙が次のを,の一に瞑当するときは、甲lA● らの催告かしにホ喫約を,除することができる。

(1)利竿餓 その他本契約に基づく債蕩嘲 いを2カ 月以Lt' そのだ工を求める甲の

書面による僣告を受重した後10日 以内にかかる不晨行を治壼しな力めたとき。

121都夫

“

いた0上し、または乙|クっき手形交換所iこおける取ラI●止処分、清納処分、破

産手続聯 ●立、や刹情勢続紳 立もしくは民事F生手続動 中立その他適用ある嗣鷹



2014年  5月  78 18時 00分 N0 8243 P  35/48

手競開始の中立がなされたとき くただし、第ヨ者からの中立|=Dいては、裁判所l・ よる

手続

"摯
決津 たは,奮管理人あ避定等保全手続の諄

"大
か 下さ漱 ■合に痙る。).

(3)本喪満または本興詢に付鮨して締結した変

…

菫大な違反力:あ り、その是正

を求ゆる甲の番置による■告を受債した後
"日

以内にかかる不晟行を治憲しなかつた

とき.

前項により本契おが経離 れた場へ 乙は甲に対して、EII全として本件貴料の12カつヨ分類

当頷豪 払い、また、刷漱損書館壼の責任を,う ものとする.

第1■によるネ契●い 木件薦物のを,ナントがい てきる場合である

等、乙がその故菫又時 によると否とにかかわらすホ件土地鋳 16条に従い甲に明波し

=退
することができな,弩合は、第 11条の規たによることなく甲ス乙に対してい を

無薇にて甲に票渡するよう請求することができる。力い る糠波による率

―

移転

登椰l‐層する癸月はか ■菫する.

お16条 (明鬱自議 )

契わ鋼田の檎了また師 の書除は
'本

案

"が
終了する燿吟̈ 乙lll本件土地を■地の状態(本

件建綺

…

散まする.ただし、本契約綺精い ら既中 に,,する地中颯

“

勒

は傲去対象から餘外する。)に したうえて、菊画油Tの
=合

ヽ本契約晨T峙また,それ以前に、

絆除の■合は本棠詢終了4直ちに早に鴨置し返遣しなければならない.本契約終了に伴う本4建

物の
`′

ナントヘの通,、 4テナントの本件建勁からの遅ヽ本件甦物の収黎 に関する

'藩
は、

乙がその責任 癸月をもつて遂Fし、甲H可らの責任 費用を彙担させないものとし、をはその

故意又は盪失によると否とにかかわらず 10し、大災地震その他の不可抗力による場合を除く。)

ホ″土地の明置し な選の邊嬌に書づき常に生した一切のま書を国費するものとする。また、乙

は、本4土地の明積し 邁選に醸し、甲に対して、立追料、脇鮨料、補薇,等名目の如可にかか

わらす0員の請求を,)こ とができな|、

菫17条 て明達し完了まで,実汗将)

本契約が藩7したl二 もヽ 力

"ら
ず、乙が前条に従い耳地化して本件土地を明け掟さない場合、

乙は、米契詢終7の整口から明薔●完了に至るまで

…

麟の信続鑢 書,その他乙が

●
`す

べき歯費用相当額を甲に支払い かつrn渡 し選延|ミ より甲が波つた■書を月薇しなければ

ならない。

第18桑 〈甲の立

^祓
査)

■ 甲もしくはその生戸人または申の指定する者は、本+土地の管理■必要あるときは あらか

しめ乙のス檻を,たうえで本い に立入り、これを点験し、適
=書

置を維することがで

きる。ただし、繁念または赫 の場合であって、甲があ|●かじめzつ承書を,る ことができ

れ とヽきは、寧螢、議や力ヽこ乙t・‐ し、了ホを受ければ足りるものとする。

2 前項の齢 、乙は甲け に●力したけれはならない.

,19条 (主記)

I I 甲及びろは、鮮 栞わを需結 した色さ流な、議 件土地にっぃ

―

懺撃・
il

0
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する贅用iま乙が負●する. Illro,1= 定

"借
地権笙記1,,綺姜邊,けなく 桑疑奎返還籠オ

(以 へヽ 白)

馨信il:[1難雲置語菫認量翼量蓮轟瀾電請箕議イ=

N0 8243 P 36/48

|■檬 :な し くК―ジュ〉

:こnl し (ベージュ,

1■■董更:量九ベン          l

lFa

レ
一一 し (ベ ージ●)

“

眸:あ甲は、颯

“

,一 二傾と0まえ

に 僣●■霰定塁2に必輌な,颯を4に E

きますoの″す|,

と
¨

一

開除:l

ン

シ

路の整壼は薇%の前に いう整理かと思いますが少し条文の整理が,必要.: :歓307, だ

磐 劉 菫 鰤 曇 盤 唾 螢 幽 整 饉 望 ユ 墾 奎 整 熙 上 瀬 撃 鋼 轟 課 霧 変 弦 コ 嘔 ″ .::

…
メ

・
れ

・
Jヽと盟いまナ0● ■■ιました ノ

と_ぶ契れ1摯]●■壁食鮮じ、0=菫ヱ′口望■9撃型Iム●鷺り響全の堅婁■摯鐵■
に 察l夕の■ヨ軒 る。かかろ塾ユ疇 する費用はか 負担する。          |

3_策 13条め,走によるネ件僣粒路の理波がなされた,合 幕及び乙は、丼嫉の塁記の変更 ,
を,う .●し、甲ドかかるユ髭に要する費用を負担しない.                :

第20条 〈公正面

甲スす乙は、本契約締結役理捕

"く
、本契約を内容とする強制競行叉菫条項●の公ロェ事のr

威れ に委嘱する.公正証書詢式に要する,用は 甲乙の折半貪担とする.

第21条 〈告知餞詢

学lミ 資
=の

流動rrに関する法律 ←

"10年

法律第105=その後の1戦 含む.)お199条に

書づき、本件借地権罐 る資
=対

応証おに障して赫 日書等 ほ券取0法赫 項■規

たする和国証券届出薔その他の内脚荷合において規定する●頸をいう。以下口L)に
…き

=昼
な事

“

につき 乙に対して赫 て

'知
しなければならないものとする。

第22条 (撫 、合董匈働

ネ契おい いては 日本凛を,拠法とし 本興綺に関して

'Ⅲ
生じ澤 合瞼  大阪地方銭

判所中
"全

音枷 所とする.

」 曇」 」 置L菫ヨ■」 L
第23条 い に定めのない事項の処コ

不契
"1朝

,スのだめがない事項、本喫和を条項の蘇釈につき彙議が生したとき、,,等の

“

正

により本契約のためが契約の超言に泄わなくなった齢 にIま ,甲及び乙
'ユ

いに誡意をもってロ

議するものとする。

第24条 い の螢カ

本栞綺の,奮は 甲、乙の書面による同意1こ よる場合に猥り、変工 s まヽたは相足すること

ができる.
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ベージ 1:掃入 」010“ 2007/07ノ 10 15:54:00

3

スージ 1:創餘 」lllEI 2007/07/1015:54:00

ページ 1:削餘 」6f●56 2107/17/1817:●7:00

ベージ 1:撮人 J11116 2007/07/1117:18:∞

^―
ジ 1:削餘 J01050 2007/0,/1017:00:∞

^―
ジ 1:薇入 」61●56 2117/07/1B17:33:"

ページ 2:鮨入
^88hI L"OFf m6          2117/06/1511:四

:"

当該月の実口数に応した

ベージ 2:鮨入 ハ88hi Law OfFi● o6        2117706/15,6:24:0●

賃貸借要項(5)記載の本件土地の

ベージ 2:檸入 A8ヨh!b岬 Ofrice8          2117/0`/1516:27:00

161蔵

ページ 2:“餘 J61056 2007/07/10 17:38,00

:

ベージ 2:僣入 A38h:断 Orfipe6          2117/11/1516■ |:01

【

2007～月20日

^―
ジ2:“朦 1056 2007707/1315:41:00

本契約縦 30口 後

ベージ 2:“陰 IRE 2∞7707/`017:●|:00

】

ベージ 2:掃入 A30h: L鮒 Offlcos                   2007/00/15 16:13:00

l

ベージ 2:書
=贅=

TRC 2∞7/07/101,:||:"

蛍光ベン
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ベージ 2:締入 TRE 即07/07/1919:42●0

IT鵬0719 保証金は無利息で預託する旨の文書を追力,顕いま九 】

ページ 2:精入 三辮 表銀帯 20リノ'07/24 10:44:00

【SVBC0724:初回保証金支払が9月 20口 となつた経緯のみ教えて下さい】

ページ 2:書式t冒
=IIL友

銀行 2●17/07/2419:45;00

蛍光ペン (な し)

ベージ 2:書式壼凛 三■t茨瞥 r 2117/07/2411:45:00

蛍ボ ン (な し)

ベージ 2:書式ま更 三井彙
=銀

行 21X17/07/2111:45:∞

蛍光ペン (な し)

^―
ジ ,:削餘 J010'0 2007/17/1016:0じ :10

ベージ 3:締入 J01061 2007/07/1015:55:||

(昭和56午法律第59→ 第4条第1項の免許を受け日本国内に本店を置く

ベージ 3:精入 J61010 2001カ″1015:50;||

ページ 1:相入 J01056 2007/07/1015:50:||

～
―ジ1:"入 J01051 zlli/17/1015:58:OO

ろが認める

ページヨ:H除 」01066 2007/17/1015:50111

の

― ジ ヨ:臥 J610輸 2107/07/1015:50:OO

ベージ 3:椰入 J610“

""/17/10i5:50iOO

ページ |:椰入 A3ahi b四

“

ices 2007/06/1516:30:00

前各項に詢わらず、甲 '乙間で保証金の返還につき潟1途合意が成立した場合には、その合意の

定めるところが、前各環に優先するものとする。

ベージ 8:=実 ハ8“ l lew O● ioo3 2007/10/151● 29'0

箇条書きと段藩番号の書式の設定/変更
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【TR“719 本項が質権設定だけを除く目的であれば、第5項に r甲の事前の書面による承諾な

くして」の文書を入れる事により、第7項は設ける必要はないと考えま丸 又、保証金の返還に
つき別途覚書が存在しない現状で本項を規定するより、党書伯成時にその都度、第7項の議旨の

文書を設ける方が合理的と考えます。】

ベージ 3:"入 TRE ZX7/●7/10 11:21:00

ベージ |:書式齊重 TRE 2107/17/1910:21;∞

蛍光ペン

ページ |:書式査更 InE 2117/17/1910:21:∞

蛍光ベン

ベージ 3:績入 二丼0ま餞

"
2007/07/2419:45:●|

【釧¨0724:(質権設定だけを除く目的ではないとしても、)副途締結する党書にて、同党書
が本喫勁より優先する旨を規定する為、第7項は削除してltaいて結構です】

ページ 3:■式茂翼 三井住友餞tr 2007/07/2419:40:∞

蛍光ベン (な り

ページ |:書式贅更 三井住友録行 2017/17/2419:41`∞

蛍光ベン (な D
ベージ 3:書式ま更 三十七た饉村 2007/07/2419,41:∞

蛍光ペン (な し)

ページ 3:書式奎重 E丼住友銀

"
2007/07/2411:40:∞

蛍光ペン (な り

ベージ 31書式奎東
=丼

住友颯

"
2007/07/2419:40:∞

蛍光ベン (な し)

ページ 3:檸入 ヽホ:1証 OffIG眺 2007/06/1116:20:∞

0

ベージ |:臓入 A6ahi L椰 Officos 2017/06/1510〔 15:∞

1年を365日 とする

ベージ3:挿入

“

8h:Ltt OFfices 2117/11/151● 311∞

事前の

^―
ジ 8:"入 ヽahi ta■ Offi悦8 2007/m/1510:32:00

には

ベージ |:薔入 J11056 2007/17/1017:10;00

反社会的勢力、違法行為又は犯罪行為を行う者、公序良俗に反する者その他のこれらに準じる

者 (以下「動 という。)

ヽ―ジ |:闘醸 J61056 2007/17/131■ 5t:00

否認先
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ページ 4:「入 Asahi L■■Off“●=          2007/Oa/1511:32:00

的勢力、違法行為又lt犯罪行為を行う者、公序良俗に反する者その他のこれらに準じる
ページ 4:罰饉 20● /●7/1810:1,:OO

ページ 1:薦 o喘 16105S 200■′口/1310:11:00

」という。)

【s“c0723 国内容で結構ですが、出口L趨確認の為にも、大洋様に優先交渉権が付与されて

いる経緯について教えて下さい。1

|ベージ5:お晨               J010m            2007/0'/1e lラコ::|11

と

|ページ

“

檬
^      

おn:晰 OFl:齢8     20"ハ 6/15“‐ 001

及び本契約に基づきもしくlt関連して締結される一切の覚書・合意書

蛍光ベン

ページ●書ヨ羹
=    nE    "げ "ハ

|●
“

●0

螢光ペン

ベージ 0:攘入 2007/16/1022:a:||

ベージ 5i脩入 yohe: o随 re 2007/OO/1B O:37:||

模様 :なし い ―ジュ)

^―
ジ |:H除 H“ 2007/07/241● 20● |
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ベージ6:書式
=実

IllA 2117/17/241'21:∞

模様 :なし (ベージュ)

ベージ 6:,ス Ш 2007/07/241920:00

ページ 0:書
`変

更

“

A 2017/07/2413,20:00

模様 :な し い ―ジュ)

ベージ |:H餘 |IA 2007/07/2419:":Ol

ベージ |:書式露買 阻 2017/17/2419:211:00

績餃 :な し (ベージュ)

ベージ
';'入

M 2007/07/241,:21:∞

の申詫手続

ベージ 7:書式貪更 出 2007/07/241,:24:OO

梅様 :なし い―ジュ)

ページ
':椰

入 N3A 2001/07/241,:21:||

い、(11)甲 から乙に対する保証金全額の支払ヤ■行`われた日に、本件土地について定期借地権

設定肇昴の中請手続を行

ベージ7:書式安買 鵬 A 2007707/241● 2:"

模様 :な し (ベージュ)

ページ 7:挿入 」61∞ 6 2007/07/1320:66:∞

n“
"18 

定期借地権登記は契約後遅滞なく、保証杏返還請求権の登記は預託の都度という整
理かと思いますが少し条文の整理が必曳 】

ページ 7:椰入 nE 2007/07/10● :41:||

【TR“719 定効借地権整記は保証金全額預話談に登記 (本条第2項)】

ページ 7:e=贅凛 TRE 2007707ノ 19 13:40:00

蛍光ペン

ページ 7:書式羮更 nE 2007/07/1,13:40:||

蛍光ペン

ページ

':檸
入 出 2117/07/241● 24:∞

ページ 7:書式棄更 皿 2007/17/2419:24:∞

槙様 :な し い ―ジェ)

ページ 7:挿入 ‖IA 2007/07/241● 24:||

と
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ページ 7:闘眸                ‖31 2107/07/241,:24:卿

1甲 は、保証全全類の受領と31換えに、借地権設定登記に必要な書類を乙に弓き渡すものとするよ

ページ 7:書賣変更 HIA 2007/● 7/2419:24;00

模様 :なし (^き―ジュ)

ベージ 7:奎更          Asahi lll■ Offic86 10S1407)       2007/03/151● 42`00

箇条議 と段落番号の書式の設定/変更

ベージ 7:欅入 As節 :L畔 0● ceB          m07/06/1116:1000

ページ 7:削除 A8ahi L8h Offic88          21 D7/● 1/1616:10∞

1

ベージ 7:掃入 J61056 2117/07/1021:50:∞

【MECO?18 守秘義務について記載がは 】

ベージ 7:「入 2017/1771'1':40:||

IT駆0719 守秘義務の範囲を限定していただき、文案化願いま丸 】

ベージ 7:誠奎更 TRE 2007/17/191● 41:||

蛍光ペン

ベージ ,:書式菫更 IRE 2107/17/191,:40:00

蛍光ペン

ベージ 7:相人 Asehi tB1 0イ ioo3          2007/11/1011110:00

(以下余自)

ベージ 7:椰入 AsE"I Lgy orices           即o7/06/1516:1000

―― ―― 崚
～
―

'

ページ 3:m燎 Asah:L‖ Offioo3          2117711/161010:"

―‐――

“

ベー:

ページ 1:澪入 As出 :Ltt Orice6          2007/11/i311:10:00

ベージヨ:副除 J11111 2007707/1315:40:00

ベージ 8:錮入 」01001 2117707/10 11:40:00

ベージ 8:開腋 031050 2117/07/1315:40:∞
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ベージ 8:挿入 J3101輝 2007/17/11 15:40:01




